
開発指導要綱に係る事務のながれ（令和 2 年 4 月～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発指導要綱適用対象事業 
1ha以上又は 100戸以上の開発事業 

開発調整委員会 

事 前 協 議 

(第 7条第 1項協議) 

 
自治会等近隣住民との調整 

 

協 議 結 了  
協 議 書 提 出 

（第 7 条第 2項協議） 

各関係課との協議 

 

協 定 の 締 結 

 

完 了 公 告 

帰属・寄附採納手続き 

完 了 届 (要綱) 

完了検査（要綱） 

完了検査（都計法） 

完 了 届 (都計法) 

都市計画法第 32条 

同 意 

都市計画法第 29条 

許 可 申 請 

都市計画法第 37条 

承 認 申 請 

（建築確認申請添付） 

都市計画法第 29条許可対象事業 

そ の 他 

着 工 指 示 

道 路 築 造 

道路位置指定 

完 了 届 

完 了 検 査 

寄附採納手続き 

YES 

NO 

YES NO 



 

開発指導要綱第 7 条第 2 項の協定締結までのながれ（令和 2 年 4 月～） 

 

 

自治会等近隣住民 申請者 
市 

関係課 都市政策課 

  

 

 

 

 

事前協議（合同協議） 

毎月第 1・第 3木曜日 

各関係課との協議 

 

関係各課への協議書の提出 

（開発協議書(様式第 23号)＋ 

公共施設等一覧表(様式第 24

号)＋各関係課必要図書） 

協 議 結 了 

7条 2項協議申請の提出 

協定の締結 

不適合 

受付 

審査 

 

適合 

開発計画の説明 

 

取下げ （29条許可条件 

との整合性） 



 

 

 

 

埋 蔵 文 化 財 の 取 り 扱 い 手 続 き の フ ロ ー 
 

 

 

 

  

事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある 事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲ではない 

高砂市開発指導要綱に該当する工事ですか？ 

いいえ はい 
文化財保護法第 93 条の届出が必要です 

（工事着手の 60 日前までに提出） 

工事計画内容と事業地および周辺の埋蔵文化財の状況から検討し、審査します 

事業協議書を都市創造部

都市政策課へ提出 

届出の提出は

不要です 

事業地周辺に埋蔵文化財が

存在している場合 

事業地周辺に埋蔵文化財の

存在が不明な場合 

事業地周辺に埋蔵文化財の存在

しないことが明らかな場合 

確認調査の結果、埋蔵文化財が確認された 

確認調査を実施し、その

結果から取り扱いを決定 

確認調査の結果、埋蔵文化財が確認されなかった 

事業内容を検討し、文化財保護上の必要な事項を、

県教育委員会に進達し、通知します。 

恒久的な構造物を計画 

3m 以上の盛土を計画 

工事掘削が埋蔵文化財 

に影響を与える場合 

工事掘削が埋蔵文化財 

に影響を与えない場合 

本発掘調査を実施 工事立会 慎重工事 
 

 

 

 

 

 

 

埋 蔵 文 化 財 の 取 り 扱 い 手 続 き の フ ロ ー 



 

 

第２ 中高層建築物の建築に関する指導要綱 

 

 １ 手続きの流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「建築計画概要書」及び「建築計画届出書」提出先    都市創造部 都市住宅室 都市政策課 

                        提出部数   １部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築主等 関係住民等 市 

 

    建築計画 

 

    標識の設置 

   建築計画概要書 

・ 標識を設置したこと 

   を証する写真他 

 

 

 

    建築計画届 

・ 協議結果報告書 

・ 誓約書他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    説明会等 

 

 

 

 

 

 

 

     

報  告 

 

 

 

   

   都 市 政 策 課 

 

 

 

 

 

    受 付 

    審 査 

 

 

 

 

 

 

  
確認申請 
 

      
受 付 

     

 
 
 

   

20 日以上 

指  導 


